
令和５年清瀬市議会第２回定例会 

報告 

番 号 件 名 概             要 
議 決 日 
結    果 

報   告 

第 ２ 号 

令和４年度清瀬市一般会計継続費繰

越計算書 

地方自治法第 212 条の規定により、令和４年度清瀬市一

般会計予算に係る歳出予算を翌年度に逓次繰越したので、

地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第 145条第１

項の規定に基づき議会に報告するものです。 

 

主な内容 

１ 土木費 道路橋梁費  

（１）事業名 道路整備事業（清柳橋架替事業） 

（２）翌年度逓次繰越額       10,345千円  

 

                  所管課 財政課 

６月２９日 

了 承 

報   告 

第 ３ 号 

令和４年度清瀬市一般会計繰越明許

費繰越計算書 

地方自治法第 213 条の規定により、令和４年度清瀬市一

般会計予算に係る歳入歳出予算を翌年度に繰越したので、

地方自治法施行令第 146条第２項の規定に基づき議会に報

告するものです。 

 

主な内容 

１ 民生費 児童福祉費  

（１）事業名 未就学児世帯家計応援給付金給付事業 

（２）翌年度繰越額          42,895千円  

 

２ 商工費 商工費   

（１）事業名 商工会等育成事業（プレミアム付デジタル

商品券事業） 

（２）翌年度繰越額          37,180千円 

   

３ 土木費 道路橋梁費   

（１）事業名 道路橋梁費（はけ橋・旭が丘橋橋梁補修工

事） 

（２）翌年度繰越額          14,490千円 

 

４ 土木費 都市計画費   

（１）事業名 都市計画費（東３・４・17号線及び東３・

４・26号線用地購入） 

（２）翌年度繰越額          480,853千円 

 

所管課 財政課 

６月２９日 

了 承 

 


